
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名 独立行政法人国立病院機構別府医療センター附属大分中央看護学校 

設置者名 独立行政法人国立病院機構理事長 新木 一弘 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

看護専門課程 

（三年課程） 

看護学科 
夜 ・

通信 
９単位 ９単位  

 
夜 ・

通信 
   

 

 
夜 ・

通信 
 

 

 
 

 
夜 ・

通信 
   

（備考） 

 令和４年度（２０２２年度）募集中止。従前の教育課程で記載している。 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/ 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  

https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/


  

様式第２号の２－②【⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人

材の複数配置】 
 
※ 様式第 2号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療法

人、社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。 
 

学校名 独立行政法人国立病院機構別府医療センター附属大分中央看護学校 

設置者名 独立行政法人国立病院機構理事長 新木 一弘 

 

 

１．大学等の教育について外部人材の意見を反映することができる組織 

名称 学校運営会議 

役割 

（目的）学校の運営に関する事項について審議し、学校運営の円滑化及び適

正化を図る。 

（審議事項） 

1.本学校の規程の制定改廃 

2.本学校の予算の執行計画 

3.教育課程の編成に関する事項 

4.各年度の教育計画に関する事項 

5.学校の講師・実習施設の選定に関する事項 

6.学生募集及び入学に関する事項 

7.学生の単位・卒業認定に関する事項 

8.学生の休学、復学、退学に関する事項 

9.転入学者等の既習単位等の認定に関する事項 

10.学生の就職に関する事項 

11.学校運営の評価に関する事項 

12.学校の施設設備に関する事項 

13.その他学校の運営に関し重要と認める事項 

（外部人材の役割） 

複数の外部委員を任命し、外部委員の経験に基づく多様な意見を学校運営に

反映させることで、学校運営の適正化をはかることを期待している。 

 

 

 

２．外部人材である構成員の一覧表 
前職又は現職 任期 備考（学校と関連する経歴等） 

独立行政法人国立病院機構

別府医療センター 副院長 

2024.4.1 

～2025.3.31 
経営管理 

独立行政法人国立病院機構

別府医療センター事務部長 

2024.4.1 

～2025.3.31 
経営管理 

独立行政法人国立病院機構

別府医療センター看護部長 

2024.4.1 

～2025.3.31 

経営管理、看護師が担当する科目

の講師選出 

（備考） 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 
学校名 独立行政法人国立病院機構別府医療センター附属大分中央看護学校 
設置者名 独立行政法人国立病院機構理事長 新木 一弘 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

・カリキュラム委員会（2回/月）にて、カリキュラムの実施状況、進度等につい

て検討、評価する。 

・次年度の授業計画（以下、シラバスという）については、授業終了時ごとに講師 

と検討したのちカリキュラム委員会で評価する。その後、教員会議で検討する。 

・12月～1月にかけて、次年度のテキスト検討およびシラバスの改訂をおこなう。 

 その際、講師による授業評価、学生による評価、国家試験出題基準等をふまえ 

た検討を行う。 

・シラバスには、科目名、単位数、担当講師名、講師の実務経験、科目目標、学習 

内容、方法、評価方法等を記載する。 

・実習については、領域ごとに学生による評価、実習成績、国家試験出題基準等 

をふまえた実習要項の見直しを行う。 

・実習要項には、実習の目的、目標、実習計画、実習方法、学習内容、評価等につ

いて記載する。 

・学生便覧に、成績評価の基準について記載する。 

・4月に学生便覧、シラバスを各学生に配布し、履修について説明をおこなう。 

（実習要項は、実習オリエンテーション前に配布し、事前に確認できるようにし

ている。） 

・学校ホームページで授業計画を公開する。 

授業計画書の公表方法 https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 

https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/


  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

・学生便覧に評価について記載 
 

授業科目の評価 

 ・授業科目の評価は講義・演習の授業科目については定期試験と随時試験によ

って行い、実習の科目については実習状況及び内容、提出された諸記録、レポ

ート等を総合して行う。  

 ・定期試験の方法は、筆記・口頭、レポートおよび実技（看護技術）などの方法

によって行い、評価方法及び点数配分はシラバスに記載している。 

 ・看護技術については、確実に修得できるまで技術確認を行う。評価基準等は、

カリキュラム委員会、教員会議で検討し、学生に説明する。評価結果は、評

価会で検討し、客観的な評価をおこなっている。 

・実習においては、実習評価表に評価項目および評価基準を記載し、実習指導

者、看護師長、実習の担当教員で客観的な評価を行っている。 
 

単位の認定、卒業 

・単位の認定は、学生便覧に記載している学則・学則細則に単位認定基準を掲 

載している。３月に学校運営会議を開催し、単位の認定を行い、単位の修得 

状況について学生に通知している。 

・卒業は学則・学則細則に卒業の要件、判定について定め、１月の学校運営会 

議において卒業の認定を行っている。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

履修科目の成績評価を点数化し、全科目の合計点の平均を算出。 

100点満点で点数化し、50点未満、50点～60点未満、60点～70点未満、70点～80点

未満、80点～90点未満、90点～100点を指標の数値とし、各指標の数値の中に該当す

る学生の人数を示した。 

下位１／４に該当する人数 14人、及び、下位１／４に該当する指標の数値 78.8点以

下を示した。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/ 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

学則等に基づき、卒業に必要な単位を修得し、出席すべき日数の２／３の出席数を 

満たしている学生を学校運営会議で認定を行う。 

 学校長は卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/ 

 

  

https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/
https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/


  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 独立行政法人国立病院機構別府医療センター附属大分中央看護学校 

設置者名 独立行政法人国立病院機構理事長 新木 一弘 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://nho.hosp.go.jp/files/000199424.pdf 

収支計算書又は損益計算書 https://nho.hosp.go.jp/files/000199424.pdf 

財産目録  

事業報告書 https://nho.hosp.go.jp/files/000199424.pdf 

監事による監査報告（書） https://nho.hosp.go.jp/files/000199424.pdf 

 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 看護専門課程 看護学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

 

昼 2,925／102 

単位時間／単位 

1845 時間

/76 単位 

60 時間 

/3 単位 

1020 時間

/23 単位 

時間/単

位 

時間/単

位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

240人 58人 0人 10人 5人 15人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

・学習進度、内容、次年度のシラバスの改定等については、講師と調整およびカリキ 

ュラム委員会での検討、教員会議での検討を行う。 

・講師による授業評価、学生による評価、成績結果、国家試験出題基準等を踏まえて、 

シラバスおよび実習要項の改定を行う。 

・シラバスには、科目名、単位数、担当講師名、講師の実務経験、科目目標、学習内 

容、方法、評価方法等を記載する。 

・実習要項には、実習の目的、目標、実習方法、学習内容、評価等について記載する。 

・4月に学生便覧、シラバスを各学生に配布し、履修について説明を行うとともに、 

シラバスはホームページで公開する。 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

１．客観的な指標の設定 

学則第４章教育課程（授業科目の評価及び単位修得の認定） 

第 19条 3 授業科目の評価は優（８０点以上）、良（７０点から７９点）、可 

（６０点から６９点）及び不可（６０点未満）とし、可以上を合格とする。 

２．客観的な指標の公表 

   学則第４章教育課程（授業科目の評価及び単位修得の認定）を学校ホームページ 

に掲載し、閲覧ができるようにしている。 



  

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

１．卒業の要件 

  学則等に基づき、卒業に必要な単位を修得し、出席すべき日数の２／３の出席数 

を満たしている学生を学校運営会議で認定を行う。 

学校長は卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。 

２．進級の認定基準 

当該学年での単位履修について、履修規程 第３条（授業科目の履修等）２ 六  

複数の未履修科目がある場合は原級にとどまる場合がある。学校運営会議の議を

経て、進級を認定する。 

学修支援等 

（概要） 

・学年担任制である。学生の状況に合わせて、長期休暇前後や、実習前後、就職試験

前等、学生の希望時に適宜、個別面接を実施している。 

・看護師国家試験に向けてはグループおよび個別指導を実施している。 

・スクールカウンセラーによるカウンセリングを１回/週実施（希望者） 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 63人 

（100％） 

3人 

（  4.8％） 

56人 

（  88.9％） 

4人 

（  6.3％） 

（主な就職、業界等） 

看護師（国立病院機構、公的病院等） 

（就職指導内容） 

・県内独立行政法人国立病院機構病院による就職説明会の実施。 

・多職種（研修医、看護師、薬剤師、放射線技師、検査技師、理学・作業療法士、栄養

士、メディカルソーシャルワーカー、臨床工学技士、事務等）との交流会 

・病院内バックヤードツアー（地域医療連携室、医事、管理課、救急外来、ICU、手術室、

検査科、放射線科、薬剤部等の見学・説明） 

・独立行政法人国立病院機構九州グループ主催看護職員就職説明会への参加 

・各病院からの募集要項は学生がいつでも自由に閲覧できる場所に設置し、就職に関 

する相談は適時実施している。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

看護師国家試験受験資格 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  121人 0人  0％ 

（中途退学の主な理由） 

 なし 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

・スクールカウンセラーによるカウンセリングの実施（１回/週）（希望者） 

・成績低迷者への学習支援 



  

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

看護学科  200,000円 500,000円 円  

   円 円 円  

   円 円 円  

   円 円 円  

修学支援（任意記載事項） 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/gakkohyoka/ 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

国立病院機構別府医療センター附属大分中央看護学校 学校評価規程に則り、教育理

念・目的との関連において、学校経営・管理及び教育活動、研究活動等を点検して、自

らの課題及び改善すべき点を明らかにし、改善に向けて努力し、本校における教育の

水準の向上を図ることを目的とし、学校評価委員会を年３回開催し評価を実施してい

る。学校評価委員会は、学校長を委員長とし、副学校長、副院長、看護部長、事務部

長、教育主事、事務長、事務主任、教員、その他院長が必要と認めたものをもって組織

する。学校評価の対象は、教育理念・教育目的、教育目標、教育課程経営、教授・学

習・評価過程、経営・管理過程、入学、卒業・就業・進学、地域社会/国際交流、研究

の９項目である。学校評価委員会での評価結果は、改善が必要と認められるものにつ

いては、学校職員が関係部署の協力を得て、改善に努める。 

学校評価委員会における評価結果は、報告書としてまとめ、学校運営会議にて報告後、

ホームページにて公表する。 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

独立行政法人国立病院機構  

別府医療センター副院長 
2024.4.1 

～2025.3.31 

病院管理者 

独立行政法人国立病院機構  

西別府病院看護部長 
2024.4.1 

～2025.3.31 

看護管理者 

学校法人後藤学園藤華医療技術専門

学校 学校長 
2024.4.1 

～2025.3.31 

教育に知見のあるもの 

同窓会会長 2024.4.1 

～2025.3.31 

卒業生 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/gakkohyoka/ 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/gakkohyoka/ 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 
https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/ 

https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/gakkohyoka/
https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/gakkohyoka/
https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/gakkohyoka/
https://beppu.hosp.go.jp/kangogakko/


  

 


